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資料１－１ おおい町防災会議条例 

おおい町防災会議条例 

 

平成 18 年３月３日 

条 例 第  1 7  号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第 6 項の規定に基づき、おお

い町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第 2 条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) おおい町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(4) 水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 32 条の水防計画を調査審議すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

(会長及び委員) 

第 3 条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、町長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者 

(2) 福井県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者 

(3) 福井県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者 

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(5) 教育長 

(6) 消防本部消防長、若狭消防署大飯分署長、名田庄分署長及び消防団長 

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員並びに公共的施設の管理者及び公益的事業を営む法

人の役員又は職員のうちから町長が委嘱する者 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者 

6 委員の定数は、37 人以内とする。 

7 第 5 項第 7号及び第 8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者

の残任期間とする。 

8 前項の委員は、再任されることができる。 

(専門委員) 

第 4 条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福井県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関

係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(委任) 

第 5 条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18年 3月 3 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される第 3 条第 5 項第 7 号の委員の任期は、同条第 7 項の
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規定にかかわらず、平成 20 年 3 月 31 日までとする。 

附 則(平成 24年 9月 27 日条例第 18 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日以降、最初に第 3 条第 5 項第 8 号の規定により委嘱される委員の任期は、同

条第 7項の規定にかかわらず、平成 26年 3月 31 日までとする。 
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資料１－２ 原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書 
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資料１－３ 原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書 
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資料１－４ 原子力発電所の廃止措置等に関する協定書 
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専 用 電 話 系 統 図 
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資料２－２ 専用電話番号一覧表 

 

 

機 関 名 
電 話 番 号 

設 置 箇 所 等 
通 話 用 Ｆ Ａ Ｘ 

県 庁 

215～218 IP-FAX 原子力安全対策課 

214 － 危機対策・防災課 

213 － 総合防災センター（災害対策本部） 

212 － 安全環境部長 

県 出 先 機 関 

331,332 IP-FAX 原子力環境監視センター 

311～313 〃 
原子力環境監視センター 

（福井県分析管理室） 

321,322 〃 
若狭合同庁舎(嶺南振興局若狭企

画振興室） 

341,342 〃 
敦賀合同庁舎(嶺南振興局二州企

画振興室) 

敦 賀 市 役 所 411,412 〃 原子力安全対策課 

小 浜 市 役 所 421,422 〃 人口増未来創造課 

美 浜 町 役 場 431,432 〃 防災・原子力対策室 

高 浜 町 役 場 441,442 〃 防災安全課 

お お い 町 役 場 451,452 〃 防災安全課 

南 越 前 町 役 場 461,462 〃 防災安全室 

福 井 市 役 所 711,712 〃 危機管理室 

越 前 市 役 所 721,722 〃 防災安全課 

鯖 江 市 役 所 731,732 〃 防災危機管理課 

越 前 町 役 場 741,742 〃 防災安全課 

池 田 町 役 場 751,752 〃 総務財政課 

若 狭 町 役 場 761,762 〃 防災対策室 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 511 〃 緊急時対策所 

も ん じ ゅ 521 〃 緊急時対策所 

ふ げ ん 531 〃 緊急時対策所 

日本原子力発電㈱敦賀本部 541 〃 緊急時対策所 

関西電力㈱原子力事業本部 551 〃 非常災害対策本部 

関 西 電 力 ㈱ 美 浜 発 電 所 561 〃 事故対策会議室 

関 西 電 力 ㈱ 大 飯 発 電 所 571 〃 事故対策会議室 

関 西 電 力 ㈱ 高 浜 発 電 所 581 〃 事故対策会議室 
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資料２－３ 船舶に対する周知系統図 
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資料２－４ 福井県防災情報ネットワーク 電話番号表（抜粋） 

 

 設置場所 無線電話番号 ＦＡＸ番号 

県 
 

関 
 

係 

総合防災センター 

安全環境部長 

危機対策・防災課長 

原子力安全対策課長 

原子力安全対策課 ファクシミリ室 

原子力環境監視センター 

敦賀合同庁舎 嶺南振興局若狭観光・地域振興室 

若狭合同庁舎 嶺南振興局若狭観光・地域振興室 

二州健康福祉センター 地域支援室 

若狭健康福祉センター 地域支援室 

敦賀港湾事務所 総務課 

170，171 

610-2300 

610-2170 

610-2350 

610-2356 

820-02 

780-5-220 

790-5-451 

407-1-105 

408-1-12 

413-1-14 

 

 

 

 

 

820-60 

780-5-219 

790-5-210 

407-5 

408-5 

413-5 

国 敦賀海上保安部 453-2  

自 
 

治 
 

体 

敦賀市役所   危機管理対策課 

越前市役所   防災安全課 

小浜市役所   生活安全課 

美浜町役場   防災・原子力対策室 

若狭町役場   防災対策室 

若狭町上中   住民サービス室 

高浜町役場   防災安全課 

おおい町役場  防災安全課 

南越前町役場  防災安全室 

301-1-193 

302-1-2312 

303-1-472 

330-1-230 

329-1-2211 

331-1-3611 

333-1-621 

334-1-213 

320-1-230 

301-1-299 

302-1-2990 

303-1-591 

330-1-790 

329-1-599 

331-1-3-209 

333-1-499 

334-1-210 

320-1-591 

事 

業 

者 

日本原子力発電（株） 敦賀発電所 

日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん 

日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ 

関西電力（株） 美浜発電所 

関西電力（株） 高浜発電所 

関西電力（株） 大飯発電所 

459-2 

463-2 

464-2 

460-2 

461-2 

462-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 21

資料２－５ ＰＡＺ（予防的防護措置を準備する区域）大飯発電所近接する５ｋｍ圏の地

区及び人口 

 

対象発電所 地区名 

５ｋｍ圏避難対象者等 

人口 

（人） 

うち在宅の 

避難行動 

要支援者数 

教育・病院・福祉施設等の 

避難行動要支援者数 

施設種別 箇所 
人数 

（人） 

関西電力㈱ 

大飯発電所 

＜大島地区＞ 

西村 

河村 

日角浜 

畑村 

脇今安 

安留 

南浦 

 

（計７地区） 

 

 

 

154 

112 

40 

51 

49 

119 

131 

 

（656） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （22） 

 

 

 

 

保育園 

学校 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

  53 

  55 

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＰＡＺ、ＵＰＺの範囲 
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資料２－６ ＵＰＺ（緊急防護措置を準備する区域）の地域及び人口 

 

対象発電所 地区名 

３０ｋｍ圏避難対象者等 

人口 

（人） 

うち在宅の 

避難行動 

要支援者数 

教育・病院・福祉施設等の 

避難行動要支援者数 

施設種別 箇所 
人数 

（人） 

関西電力㈱ 

大飯発電所 

ＰＡＺ以外の町域 

＜本郷地区＞ 

本郷、尾内、長井、山田、 

芝崎、野尻、父子、岡田、 

小堀、犬見、成和 

＜佐分利地区＞ 

川上、三森、久保、安川、 

福谷、石山、佐畑、小車田、 

鹿野、笹谷、神崎、岡安、 

広岡、万願寺 

＜名田庄地区＞ 

納田終、坂本、井上、西谷、

中、下、小倉、美川、下久田、

久坂、三重 

 

 

3,631 

 

 

 

1,274 

 

 

 

 

2,074 

 

 

 

(6,979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（372） 

 

 

 

 

保育園 

幼稚園 

 

学校 

診療所 

介護施設 

障害者施設 

 

 

 

 

3 

1 

 

5 

1 

2 

1 

 

 

 

 

295 

  0 

(休園中) 

  658 

   15 

  119 

    7 

関西電力㈱ 

高浜発電所 
全町域 

 

 

 

7,635 

 

 

 

（394） 

保育園 

幼稚園 

 

学校 

診療所 

介護施設 

障害者施設 

  4 

  1 

 

  6 

  1 

  2 

  1 

  348 

    0 

(休園中) 

  713 

   15 

  119 

    7 

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 
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資料３ 特殊施設一覧 

 

(平成 31年 4月 1 日現在) 

施 設 名 

原 子 力 発 電 所 か ら の 位 置 児童・生徒収

容者等の数

（ 人 ） 

職員数 

（人） 

電 話 

番 号 

備
考 所在地 

発電 

所名 
方 位 

距離 

(km) 

発電 

所名 
方 位 

距離 

(km) 

大島認定こども園 大島 
関電 

大飯 
南南西 2.3  

関電 

高浜 
東 13.0 53 19 

(0770) 

77-0210 

 

本郷こども園 本郷 〃 南南西 7.6  〃 東南東 11.8 157 34 
(0770) 

77-0379 

 

佐分利保育園 石山 〃 南西 13.0  〃 南南東 9.8 56 19 
(0770) 

78-1221 

 

名田庄こども園 小倉 〃 南 15.8  〃 南東 20.6 82 23 
(0770) 

67-2126 

 

大島小学校 大島 〃 南南西 2.5  〃 東南東 12.1 55 14 
(0770) 

77-0164 

 

本郷小学校 本郷 〃 南南西 8.6  〃 南東 10.3 258 24 
(0770) 

77-0004 

 

佐分利小学校 鹿野 〃 南西 12.4  〃 南東 19.8 77 16 
(0770) 

78-1102 

 

名田庄小学校 小倉 〃 南 15.3  〃 南東 11.5 101 20 
(0770) 

67-2010 

 

大飯中学校 野尻 〃 南南西 9.9  〃 南東 19.7 162 24 
(0770) 

77-1512 

 

名田庄中学校 小倉 〃 南 15.3  〃 東南東 12.1 60 17 
(0770) 

67-2045 

 

保健･医療･福祉 

総合施設なごみ 
本郷 〃 南南西 7.8  〃 南東 12.1 69 57 

(0770) 

77-2753 

老
健 

社会福祉法人 

友愛会楊梅苑 
野尻 〃 南南西 10.0  〃 南 18.2 65 44 

(0770) 

77-1011 

特
養 

しいの実ハウス 名田庄 〃 南 15.4 〃 東 13.0 7 8 
(0770) 

62-2550 
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資料４ 原子力発電所設置状況 

 

発 電 所 名 大 飯 発 電 所 高 浜 発 電 所 

設 置 者 関 西 電 力 株 式 会 社 関 西 電 力 株 式 会 社 

発 電 所 住 所 大 飯 郡 お お い 町 大 島 大 飯 郡 高 浜 町 田 ノ 浦 

発 電 所 面 積 1,860,000ｍ2 2,350,000ｍ2 

運 転 状 況 廃止措置中 廃止措置中 運転中 運転中 運転中 運転中 運転中 運転中 

号 機 １号機 ２号機 ３号機 ４号機 １号機 ２号機 ３号機 ４号機 

炉 型 式 
加圧水型 
軽 水 炉 

加圧水型 
軽 水 炉 

加圧水型 
軽 水 炉 

加圧水型 
軽 水 炉 

加圧水型 
軽 水 炉 

加圧水型 
軽 水 炉 

加圧水型 
軽 水 炉 

加圧水型 
軽 水 炉 

熱 出 力 3,423ＭＷ 3,423ＭＷ 3,432ＭＷ 3,432ＭＷ 2,440ＭＷ 2,440ＭＷ 2,660ＭＷ 2,660ＭＷ 

電 気 出 力 1,175ＭＷ 1,175ＭＷ 1,180ＭＷ 1,180ＭＷ 826ＭＷ 826ＭＷ 870ＭＷ 870ＭＷ 

排気筒放出高さ
（ 標 高 ） 

64.0ｍ 64.0ｍ 83.0ｍ 83.0ｍ 84.9ｍ 84.9ｍ 84.0ｍ 84.0ｍ 

主冷却海水量 
（ ｍ 3 ／ 秒 ） 

72.4 72.4 80.8 80.8 50.8 50.8 64.4 64.4 

原 子 炉 設 置 
許 可 年 月 日 

S47.7.4 S47.7.4 Ｓ62.2.10 S62.2.10 S44.12.12 S45.11.25 S55.8.4 S55.8.4 

初臨界年月日 S52.12.2 S53.9.14 H3.5.17 H4.5.28 S49.3.14 S49.12.20 S59.4.17 S59.10.1 

初送電年月日 S52.12.23 S53.10.11 H3.6.7 H4.6.19 S49.3.27 S50.1.17 S59.5.9 S59.11.1 

営業（本格） 
運転開始年月日 

S54.3.27 S54.12.5 H3.12.18 H5.2.2 S49.11.14 S50.11.14 S60.1.17 S60.6.5 

建 設 工 事 費 
（ 億 円 ） 

3,068 7,116 656 604 4,901 

建設主契約者 
ＷＨ／ 
三菱商事 

ＷＨ／ 
三菱商事 

三菱 
重工業 

三菱 
重工業 

ＷＨ／ 
三菱商事 

三菱商事 三菱商事 三菱商事 
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資料５ おおい町災害対策本部条例 

 

おおい町災害対策本部条例 

 
平成 18 年３月３日 
条 例 第  1 8  号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条の２第８項の規定に基づき、お

おい町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2 条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

(部) 

第 3 条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

(委任) 

第 4 条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 18 年 3月 3 日から施行する。 

附 則(平成 24年 9月 27 日条例第 19 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料６ 原子力発電所の気象資料（月別風配図） 

 

風向別平均風速 
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風向別相対出現頻度 
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風廃図 

 EL80ｍ ドップラーソーダ 
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資料７－１ 避難手段と避難先 

 

広域避難の基本的な避難手段 

大飯発電所 高浜発電所 区分 避難手段 備 考 

大島地区 － ＰＡＺ 原則自家用車 バス、福祉車両も優先的に手配 

本郷地区 

佐分利地区 

名田庄地区 

町全域 ＵＰＺ 

ＯＩＬ１ 原則自家用車 即時避難が必要なため 

ＯＩＬ２ バスによる集団避難 
段階的避難であり時間的に余

裕があるため 

 

車両一時保管場所（県外避難の場合） 

市町名 施設名 

兵庫県三木市 三木総合防災公園 

兵庫県丹波市 丹波の森公苑 

 

（１）県内避難の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 住民の避難手段及び避難先（ＰＡＺの県内避難） 
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各地区の避難先となる避難施設（県内避難の場合） 

小学校区 
  大字・町

名 
字・丁目名 人口 

小計 

(a) 

避難先

市町名 
拠点避難所 避難所 

人口 

大島 

（5ｋｍ圏）
673 大島 

西村  160 

673 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市立粟野中学校 

河村  119 

日角浜  38 

畑村  51 

脇今安  48 

宮留  122 

南浦  135 

佐分利 1,302 

川上   174 

478 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市立敦賀西小学校 

三森   29 

久保   112 

安川   62 

福谷   101 

石山   130 

454 敦賀市 敦賀市総合運動公園 
敦賀市立 

児童文化センター 

佐畑   20 

小車田   53 

鹿野   159 

笹谷   92 

神崎   54 

370 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市立敦賀北小学校 
岡安   146 

広岡   30 

万願寺   140 

名田庄 2,125 

納田終   95 95 敦賀市 敦賀市総合運動公園 旧敦賀市立葉原小学校 

坂本 
奥坂本  27 

173 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市民文化センター 
口坂本  146 

井上   159 

331 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市立東浦小中学校 西谷   40 

中   132 

下   246 246 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市立咸新小学校 

美川 
堂本  69 

79 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市立赤崎小学校 
槇谷  10 

小倉   131 

364 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市立中郷小学校 
下久田 

虫鹿野･木谷･ 

虫谷 
 67 

小倉畑  166 

久坂 
久坂  196 

332 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市東浦体育館 
挙野  136 

三重 

下三重  92 

505 敦賀市 敦賀市総合運動公園 敦賀市立松原小学校 

山田  78 

秋和  46 

兵瀬  152 

尾ノ内  137 
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        各地区の避難先となる避難施設（県内避難の場合）      （つづき） 

小学校区 
  大字・町

名 
字・丁目名 人口 

小計 

(a) 

避難先

市町名 
拠点避難所 避難所 

人口 

本郷 3,610 

本郷 

駅前区  126 

423 敦賀市 
敦賀市総合運動公

園 
敦賀市立粟野小学校 青戸区  221 

1 の 1 区  76 

1 の 2 区  51 
94 敦賀市 

敦賀市総合運動公

園 
敦賀市立敦賀南小学校 

2 区  43 

13 区  374 374 敦賀市 
敦賀市総合運動公

園 
金山体育館 

3 区  79 

235 敦賀市 
敦賀市総合運動公

園 
敦賀市立黒河小学校 仲の町  84 

5 区  72 

6 区  179 

307 敦賀市 
敦賀市総合運動公

園 
敦賀市立常宮小学校 

8 区  49 

9 区  32 

10 の 1 区  27 

10 の 2 区  20 

11 区  30 

582 敦賀市 
敦賀市総合運動公

園 
敦賀市武道館 

12 の 1 区  61 

12 の 2 区  43 

14 区  99 

7 区  66 

15 区  283 

尾内    246 

762 敦賀市 
敦賀市総合運動公

園 
プラザ萬象 

長井 長井、東浜  191 

山田    41 

芝崎    38 

野尻 野尻・楊梅苑  246 

父子    164 

592 敦賀市 
敦賀市総合運動公

園 
敦賀市立気比中学校 

岡田    266 

小堀    100 

犬見    62 

成和    241 241 敦賀市 
敦賀市総合運動公

園 
敦賀市立敦賀南小学校 

  7,710       7,710      

（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

 

※「拠点避難所」は以下の機能を有する。 

・避難車両の一時保管 

・住民を避難施設へ移送するバス乗り換え場所 

・避難住民の休憩・救護 
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（２）県外避難の場合 

各地区の避難先となる避難施設（県外避難の場合・町全域） 

小学校区 
  大字・

町名 
字・丁目名 人口 

小計 

(a) 

避難先

市町名 

車両一時保管場所 

（候補地） 
避難所 

人口 

大島 673 大島 

西村  160 160 川西市 

丹波の森公苑 

 

三木総合防災公園 

加茂小学校 

河村  119 119 川西市 久代小学校 

日角浜  38 

137 川西市 桜が丘小学校 畑村  51 

脇今安  48 

宮留  122 
257 川西市 川西小学校 

南浦  135 

佐分利 1,302 

川上    174 174 川西市 緑台小学校 

三森    29 
141 川西市 川西北小学校 

久保    112 

安川    62 
163 川西市 明峰小学校 

福谷    101 

石山    130 

362 川西市 川西明峰高等学校 
佐畑    20 

小車田    53 

鹿野    159 

笹谷    92 
146 川西市 多田東小学校 

神崎    54 

岡安    146 146 川西市 多田小学校 

広岡    30 
170 川西市 けやき坂小学校 

万願寺    140 

名田庄 2,125 

納田終    95 95 伊丹市 天王寺川中学校 

坂本 
奥坂本  27 

173 伊丹市 鴻池小学校 
口坂本  146 

井上    159 159 伊丹市 荻野小学校 

西谷    40 
172 伊丹市 天神川小学校 

中    132 

下    246 246 伊丹市 
荒牧中学校 

瑞穂小学校 

小倉    131 131 伊丹市 有岡小学校 

美川 
堂本  69 

146 伊丹市 神津小学校 
槇谷  10 

下久田 

虫鹿野･木谷･虫

谷 
 67 

小倉畑  166 166 伊丹市 桜台小学校 

久坂 
久坂  196 196 伊丹市 伊丹小学校 

挙野  136 136 伊丹市 稲野小学校 

三重 

下三重  92 
170 伊丹市 北中学校 

山田  78 

秋和  46 
198 伊丹市 緑丘小学校 

兵瀬  152 

尾ノ内  137 137 伊丹市 東中学校 
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        各地区の避難先となる避難施設（県外避難の場合・町全域）      （つづき） 

小学校区 
  大字・

町名 
字・丁目名 人口 

小計 

(a) 

避難先

市町名 

車両一時保管場所 

（候補地） 
避難所 

人口 

本郷 3,610 

本郷 

駅前  126 126 伊丹市 

丹波の森公苑 

 

三木総合防災公園 

笹原小学校 

青戸  221 221 伊丹市 笹原中学校 

1 の 1 区  76 

170 伊丹市 鈴原小学校 1 の 2 区  51 

2 区  43 

13 区  374 374 伊丹市 市立伊丹高校 

3 区  79 
163 伊丹市 南小学校 

仲の町  84 

5 区  72 
251 伊丹市 南中学校 

6 区  179 

8 区  49 

158 伊丹市 昆陽里小学校 

9 区  32 

10 の 1 区  27 

10 の 2 区  20 

11 区  30 

12 の 1 区  61 

203 伊丹市 松崎中学校 12 の 2 区  43 

14 区  99 

7 区  66 66 伊丹市 
摂陽小学校 

15 区  283 283 伊丹市 
西中学校 

尾内    246 246 川西市 牧の台小学校 

長井 長井、東浜  191 191 川西市 陽明小学校 

山田    41 

325 川西市 川西緑台高等学校 芝崎    38 

野尻 野尻・楊梅苑  246 

父子    164 164 川西市 東谷小学校 

岡田    266 266 川西市 川西北稜高等学校 

小堀    100 
162 川西市 北稜小学校 

犬見    62 

成和    241 241 川西市 
清和台小学校 

清和台南小学校 

  7,710      7,710 7,710       

（令和 6 年 4 月 1 日現在） 
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表 主な避難ルート 

避難 

区分 

避難元 

地区 

避難先

市町 
主な避難ルート 

県内 

避難 

大島地区 

（ＰＡＺ） 

敦賀市 

① 県道赤礁崎公園線→国道 27 号→敦賀市 

② 県道赤礁崎公園線→国道 27 号→小浜西 IC→舞鶴若狭自動車道→若狭美浜

IC 下車→敦賀市 

大島地区 

（ＵＰＺ） 

① 県道赤礁崎公園線→国道 27 号→敦賀市 

② 県道赤礁崎公園線→国道 27 号→小浜西 IC→舞鶴若狭自動車道→若狭美浜

IC 下車→敦賀市 

本郷地区 

（ＵＰＺ） 

① 国道 27 号→（若狭西街道）→敦賀市 

② 国道 27 号→小浜西 IC→舞鶴若狭自動車道→若狭美浜 IC 下車→敦賀市 

佐分利地区 

（ＵＰＺ） 

① 県道小浜綾部線→（若狭西街道）→国道 27 号→敦賀市 

② 県道小浜綾部線→大飯高浜 IC→舞鶴若狭自動車道→若狭美浜 IC 下車→敦

賀市 

名田庄地区 

（ＵＰＺ） 

① 国道 162 号→（若狭西街道）→国道 27 号→敦賀市 

② 国道162号→国道27号→小浜IC→舞鶴若狭自動車道→若狭美浜IC下車→

敦賀市 

代替ルート  
① 国道 27 号→国道 303 号→国道 161 号→国道 8 号→敦賀市 

※広域農道（若狭西街道、若狭梅街道）も状況に応じ活用 

県外 

避難 

大島地区 

（ＰＡＺ） 

川西市 

① 県道赤礁崎公園線→県道小浜綾部線→大飯高浜 IC→舞鶴若狭自動車道→

吉川 JCT→中国自動車道→宝塚 IC 下車→国道 176 号→川西市 

② 県道赤礁崎公園線→県道小浜綾部線→国道 27 号→国道 173 号→国道 176

号→川西市 

大島地区 

（ＵＰＺ） 

① 県道赤礁崎公園線→県道小浜綾部線→大飯高浜 IC→舞鶴若狭自動車道→

吉川 JCT→中国自動車道→宝塚 IC 下車→国道 176 号→川西市 

佐分利地区 

（ＵＰＺ） 

① 県道小浜綾部線→大飯高浜IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国自動車

道→宝塚 IC 下車→国道 176 号→川西市 

本郷地区 

（ＵＰＺ） 

① 県道小浜綾部線→大飯高浜IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国自動車

道→宝塚 IC 下車→国道 176 号→川西市 

伊丹市 
① 県道小浜綾部線→大飯高浜IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国自動車

道→宝塚 IC 下車→国道 176 号→伊丹市 

名田庄地区 

（ＵＰＺ） 
伊丹市 

① 国道162号→府道12号線→国道27号→府道446号線→国道9号→国道173

号→国道 176 号→国道 171 号→伊丹市 

代替ルート 
川西市 

伊丹市 

① 国道 27 号→国道 303 号→国道 161 号→名神高速道路→中国自動車道→川

西・伊丹市 

※若狭西街道も状況に応じ活用 

※料金を徴収しない車両を定める告示（国土交通省告示）第５号の規定に基づき、原子力災害時の住民避難

の際に有料道路を通行する場合は、有料道路の管理者が、料金を徴収することが著しく不適当であると認

めて、指定した時間内において料金を徴収しないと判断した場合は、通行料金が免除される。 
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図 一時集合施設、避難車両中継所、主な避難路 
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資料７－２ スクリーニング（避難退域時検査）・簡易除染場所候補地 

 

スクリーニング・簡易除染場所候補地 所在地 

敦賀市総合運動公園 敦賀市沓見 149-1 

美浜町役場 美浜町郷市 25-25 

若狭町役場上中庁舎 若狭町市場 20-18 

きのこの森 おおい町鹿野 42-27 

道の駅名田庄 おおい町名田庄納田終 

舞鶴若狭自動車道三方五湖ＰＡ 若狭町生倉 

舞鶴若狭自動車道綾部ＰＡ 
（あやべ球場） 

京都府綾部市上杉町 

美山長谷運動広場 京都府南丹市美山町長谷 

道の駅若狭熊川宿 若狭町熊川 11 号犂頭 1-1 
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資料７－３ 安定ヨウ素剤の配布場所及び備蓄場所 

 

［ヨウ化カリウム内服ゼリー：16.3 ㎎］※1カ月未満児用 

保管場所 
個数 

（1 箱／20包入） 
備考 

おおい町役場 １箱   

はまかぜ交流センター １箱   

名田庄総合事務所 １箱   

ふるさと交流センター １箱   
   

［ヨウ化カリウム内服ゼリー：32.5 ㎎］※3歳未満児用 

保管場所 
個数 

（1 箱／100 包入） 
備考 

おおい町役場 1.2 箱 120 包 

はまかぜ交流センター 0.4 箱 40 包 

名田庄総合事務所 １箱   

ふるさと交流センター 0.4 箱 40 包 
   

［ヨウ化カリウム丸］ 
  

保管場所 
個数 

（1箱／1,000丸入） 
備考 

おおい町役場 7 箱   

はまかぜ交流センター 2 箱   

名田庄総合事務所 5 箱   

ふるさと交流センター 3 箱   
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資料７－４ 放射線防護対策施設 

 

区分 施設名 

一時集合施設 

大島小学校 

はまかぜ交流センター 

ふるさと交流センター 

総合町民福祉センター 

社会福祉施設 
保健・医療・福祉総合施設なごみ 

特別養護老人ホーム楊梅苑 
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資料７－５ おおい町を経由する主要道路の状況 

 

令和６年４月１日現在 

道路種別 
路線 

番号 
路線名 起点 終点 実延長 

高速道路 － 舞鶴若狭自動車道 兵庫県三木市（吉川 JCT） 福井県敦賀市（敦賀 JCT） 161.8km 

国道 
27 27 号 敦賀市樋の水町 京都府船井郡京丹波町蒲生 135.0 ㎞ 

162 162 号 おおい町名田庄納田終 敦賀市長沢 61.0km 

主要地方道 

１ 小浜綾部 小浜市小浜鹿島 おおい町川上 16.7km 

16 坂本高浜 おおい町名田庄口坂本 高浜町薗部 16.9km 

35 久坂中ノ畑小浜 おおい町名田庄久坂 小浜市遠敷 24.1km 

一般県道 

223 岡田深谷 おおい町岡田 小浜市深谷 12.0km 

224 染ヶ谷小倉 おおい町名田庄染ヶ谷 おおい町名田庄小倉 6.3km 

241 赤礁崎公園 おおい町本郷 おおい町赤礁 12.9km 

266 犬見岬和田 おおい町犬見 高浜町和田 4.1km 

771 名田庄綾部 おおい町名田庄納田終 おおい町名田庄谷口 7.8km 
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資料７－６ 飛行場外離発着場（ヘリポート）一覧表 

 

番号 名    称 所在地 管理者 電話番号 

１ 大島漁港施設用地 
おおい町大島 

（河村地係） 

大島漁業協同

組合 
0770-77-0162 

２ 総合運動公園内多目的グラウンド おおい町成和 ㈱おおい 0770-77-2810 

３ 大飯オフサイトセンター おおい町成和 
  福井県 

(危機対策•防災課) 
0776-20-0236 

４ 名田庄中学校グラウンド おおい町名田庄小倉 名田庄中学校 0770-67-2045 
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資料７－７ 乗船施設一覧 

 

(令和 3 年 7 月現在) 

半島部名 名称 所在地 
接岸可能 

総トン数 
備  考 

避難先近辺の 

港湾漁港 

大島半島部 大島漁港岸壁（宮留） おおい町大島 20 (水深)－3.0ｍ 敦賀港 

大島半島部 大島漁港桟橋（畑村） おおい町大島 10 (水深)－1.5ｍ 敦賀港 

大島半島部 大島漁港岸壁（日角浜） おおい町大島 50 (水深)－3.0ｍ 敦賀港 

大島半島部 大島漁港物揚場（南浦） おおい町大島 50 (水深)－6.0ｍ 敦賀港 
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資料７－８ 月別観光客入込数等 

 

季節別入込状況 

（単位：人） 

春（3～5月） 夏（6～8月） 秋（9～11 月） 冬（12,1,2 月） 計 

292,000 343,000 356,000 150,000 1,141,000 

（令和 5 年福井県観光客入込数（推計）抜粋） 

 

 

観光客主要施設別入込状況（入込数５万人以上） 

観光地（施設名）名 観光客数 

SEE SEA PARK 316,000 

道の駅「うみんぴあ大飯」 284,000  

福井県こども家族館 156,000  

道の駅「名田庄」 79,000  

あみーシャン大飯 98,000  

計 933,000  

（令和 5 年福井県観光客入込数（推計）抜粋） 

 

 

目的別観光客入込状況 

目   的 観光客数 

自然 0 

文化・歴史 7,000 

産業観光 33,000 

スポーツ・レクリエーション 424,000 

温泉 100,000 

買物 461,000 

行・祭事 84,000 

イベント 0 

計 1,109,000 

（平成 29年福井県観光客入込数（推計）抜粋） 
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資料８ 飲料水状況 

 

 (令和 6 年 4 月 1 日現在) 

給水区域 施設名 
水源の 

種 類 

水源の 

所在地 

原子力発電所からの

位置 
給水区域 

内人口 

現在給水

人口 

最大給水 

可能人口 

井戸水 

利用人口 
方 位 距離(km) 

大島全域 

  

大島地区 

簡易水道 

  

表流水 大 山 南西 4 673 669 819   

本郷､尾内､長井､小

堀､芝崎､山田､ 野尻､

岡田､成和 成海 

本郷地区 

簡易水道 

地下水 

ダム水 

本 郷 南西 

9 3,384 3,367 3,390   
岡 田 南南西 

川上 

佐分利地区

簡易水道 
地下水 

川上 

南西 

10 

1,466 1,450 2,190   

三森、久保 

石山 

小車田 
10 

安川、福谷、石山、佐

畑 

小車田、鹿野、笹谷、

岡安 

神崎、広岡、万願寺、

父子 

名田庄井上、名田庄

西谷、名田庄中、名田

庄下、名田庄小倉、名

田庄堂本、名田庄久

坂、名田庄挙野、名田

庄虫鹿野、名田庄小

倉畑、名田庄三重 

名田庄東中

部地区簡易

水道 

地下水 下 南 15 1,841 1,827 1,927   

名田庄納田終、名田

庄口坂本、名田庄奥

坂本（蛇頭、虫野） 

名田庄西部

地区簡易水

道 

地下水 納田終 南南西 17 262 261 475   

名田庄奥坂本（大滝） 

大滝地区飲

料水供給施

設 

伏流水 大滝 南西 15 6 6 38   

名田庄槇谷 

槇谷地区飲

料水供給施

設 

表流水 槇谷 南 17 10 10 15   

名田庄木谷 

木谷地区飲

料水供給施

設 

地下水 木谷 南東 17 6 5 13   

犬見 

犬見地区飲

料水供給施

設 

表流水 犬 見 南西 8 62 62 100   
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資料９ 町有車両等一覧 

 

(令和 6 年 11 月現在) 

  
部　署

物件
番号

ナンバー 車　名

1 そ480－432 スズキキャリー（軽トラ）
3 ち501－8128 ニッサンセレナ
4 て501－354 トヨタフィールダー
5 ほ500－8660 トヨタカローフ
6 む300－7025 トヨタアルファード（町長車）
1 え480－7569 スズキエブリイ
2 の300－7711 ニッサンリーフ（電気自動車）

税務地籍課 1 ほ580－1153 スズキエブリイワゴン
1 と501－3735 トヨタヴォクシー
2 の501－9356 トヨタシエンタ
3 せ400－5334 マツダファミリアバン
4 す800－2168 イスズフォワード
5 ふ40－4306 ダイハツハイゼット
6 す100－122 イスズ（ダンプ車）
7 さ800－7393 イスズ（パック車）
8 おおい町そ－19 コマツミニホイールローダ
9 さ800－9875 イスズプレスローラ
10 SD23F－5－85521 コマツショベルローダー
11 7FD25－31486 トヨタフォークリフト
12 す100－2505 イスズエノレフ
13 さ800－7357 イスズ（パック車）
14 す100－5482 エルフ（ダンプ車）
15 HB205－1 コマツユアツショベル
1 ね300－1714 プリウス
2 つ580－2173 ホンダライフG
3 に501－8997 ニッサンノート
4 さ480－3220 スズキエブリイ
1 せ501－4783 スズキジムニーシエラ
2 と501－3734 トヨタヴォクシー
3 ぬ501－5163 トヨタノア
4 け580－3281 スズキワゴンR
1 あ581－6087 スズキエブリイワゴン
2 ひ580－637 スズキエブリイワゴン
3 う480－8396 スズキキャリー（軽トラ）
1 く480－5391 トヨタピクシスバン
2 て501－5647 ニッサンセレナ
1 せ480－9051 スズキエブリイ
2 か581－3494 ジムニー

総務課

まちづくり課

住民窓口課

すこやか健康課

防災安全課

農林水産課

商工観光課

建設課
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部　署
物件
番号

ナンバー 車　名

1 そ400－5791 マツダボンゴバン
2 す800－1790 イスズフォワード
3 く480－5543 ホンダアクティバン
4 は800－2396 移動脱水乾燥車
5 け480－3903 ハイゼットカーゴ（下水道車）
6 る40－4003 ダイハツハイゼットカーゴ（水道車）
7 さ800－7806 イスズエルフ（給水車）
8 せ480－4365 スズキキャリイ

しごと創生室 1 ほ300－1203 ホンダヴェゼル
議会事務局 1 は300－5335 アルファードＨＶ

1 も300－9843 トヨタカムリ
2 せ400－9827 トヨタハイエースバン
3 こ480－8803 スズキエブリイ
1 ね580－5897 ダイハツミライース
2 き480－2539 スズキキャリイ（軽トラ）
3 つ300－6345 卜ヨタハイエース
4 こ480－7612 ダイハツハイゼットカーゴクルーズ
5 さ480－8313 エヌバン

大飯図書館・郷土資料館 1 こ480－8743 スズキエブリイ
1 け480－7019 スズキエブリイ
2 さ100－4983 アトラス
3 す100－1435 ニッサンアトラス
4 す100－3987 イスズエルフ（配送用コンテナ車）

佐分利公民館 1 せ480－9050 スズキエブリイ
大島公民館 1 こ480－2018 ダイハツハイゼットトラック

1 2581－5698 スズキアルト
2 非－77 ミニペイ
3 あ581－9998 スズキワゴンR
4 こ480－2215 スズキエブリイ
1 や580－2077 スズキハスラー
2 ね501－105 ジムニー

名田庄こども園 1 め580－553 ホンダN-BOX
1 き480－2901 スズキキャリィ（軽トラ）
2 つ580－914 ホンダN-BOX
1 ふ580－9957 スズキハスラー
2 ふ580－9958 スズキハスラー
3 ほ580－3778 スズキハスラー
4 み580－2541 スズキワゴンR
5 す480－9461 ホンダN-VAN

保健福祉室

名田庄診療所

名田庄公民館

いきいき福祉課

上下水道課

学校教育課

社会教育課

給食センター
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資料 10 被災地住民登録票 

被 災 地 住 民 登 録 票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  号 

氏  名 
 

男・女   年  月  日 生 

職  業 
 

年 齢   満     才 

居 住 地  

本 籍 地  

事故発生
時の場所 

市  町 
郡  村 

屋内（木造・コンクリート・石造）    屋外 

事故現場から 
の距離(ｋｍ) 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

事故発生
直後の行
動 

0 分～10 分 10 分～20 分 20 分～30 分 30 分～1 時間 

屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 

1 時間～ 
 1 時間 30 分 

1 時間 30 分～ 
   2 時間 

2 時間～ 
 2 時間 30 分 

2 時間 30 分～ 
   3 時間 

屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 

汚染の 
程度 

 

 

衣 服 A   B   （携行、支給） 

身 体  A   B   C   D 

医療措置  A   B   C   D   E 

被ばく当
時の急性
症状 

 

 

大字   字   番地 

ふ り が な 

被 災 地 住 民 登 録 票 

お お い 町 

令和  年  月  日 

避難場所名 
 

避 難 期 間 
 

 

 

発行年月日   令和    年    月    日 

発 行 者   おおい町長            印 

 

 

この登録票について 

 

１．この登録票は将来の医療措置や損害補償の際に

参考とするものですので、なくさないように大切

に保存してください。 

２．住所や氏名が変わったときは、すぐにその旨を

届け出てください。 

３．この登録票をなくしたり、使用できないように

したときは、再交付を申し出てください。 

４．この登録票は、他人に譲ったり、貸したりして

はいけません。 

（記載上の注意） 衣 服 の 欄 Ａ 更衣せず Ｂ 更衣   

 身 体 の 欄 Ａ 無処理 Ｂ 水により洗じょう Ｃ 洗剤により洗じょう 

  Ｄ 特殊洗剤により洗じょう 

 医療措置の欄 Ａ 要せず  Ｂ 薬品投与  Ｃ 一般検査  Ｄ 精密検査  Ｅ治 療 


